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(
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○
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(
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一
部
を
改
正
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規
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(
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)
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○
人
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委
員
会
規
則
七
―
一
一
一

(

特
地
勤
務
手
当
等)

の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

同

)

…
��

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三

(

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当)

の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

…
��

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二

(

管
理
職
員
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別
勤
務
手
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等
の

一
部
を
改
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す
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(

同
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…
��

○
人
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委
員
会
規
則
七
―
一
七
五

(

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

職
員
の
給
料
月
額)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

…
��

○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

…
��

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
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―
三
六

(

青
森
県
人
事
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
補
助
執
行

さ
せ
る
規
則)

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
六

青
森
県
人
事
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
補
助
執
行
さ
せ
る
規
則

青
森
県
人
事
委
員
会
の
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す
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執
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さ
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規
則
を
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め
る
。

第
一
条

地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
青
森
県
総
務
部
人
事
課
長

(

以
下

｢

人
事
課
長｣

と
い
う
。)

に
補
助
執
行
さ
せ
る
。

一

職
員
に
係
る
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
六

(

扶
養
手
当)

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
扶
養
親

族
届
に
係
る
事
実
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
認
定
並
び
に
同
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
事
後

の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
員
に
係
る
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
○
九

(

住
居
手
当)

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
住
居
届

に
係
る
事
実
の
確
認
及
び
住
居
手
当
の
月
額
の
決
定
又
は
改
定
並
び
に
同
規
則
第
九
条
の
規
定

に
よ
る
事
後
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

三

職
員
に
係
る
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
通
勤
届
に

係
る
事
実
の
確
認
及
び
通
勤
手
当
の
額
の
決
定
又
は
改
定
並
び
に
同
規
則
第
二
十
二
条
の
規
定

に
よ
る
事
後
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

四

職
員
に
係
る
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
五
九

(
単
身
赴
任
手
当)

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
単

身
赴
任
届
に
係
る
事
実
の
確
認
及
び
単
身
赴
任
手
当
の
月
額
の
決
定
又
は
改
定
並
び
に
同
規
則

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
事
後
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

五

職
員
に
係
る
人
事
委
員
会
規
則
七
ー
八
五

(

寒
冷
地
手
当)
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
に

関
す
る
こ
と
。

２

人
事
課
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
補
助
執
行
に
係
る
事
務
を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

人
事
課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
、
そ
の
所
属
す

る
職
員
に
専
決
又
は
代
決
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一

(

人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一

(

人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一

(

人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
の
第
二
十
一
号
中
サ
を
削
り
、
シ
を
サ
と
し
、
ス
を
シ
と
し
、
セ
を
ス
と
し
、
同
表
第

二
十
二
号
中

｢

給
料
月
額｣

を

｢

号
給｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
管
理
課
の
項
中
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で

を
一
号
づ
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五

(

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五

(

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五(

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
第
二
項
中

｢

知
事｣

を

｢

病
院
事
業
管
理
者｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
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別
表
中

｢

財
団
法
人
青
森
県
国
際
交
流
協
会｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇(

給
料
等
の
支
給)

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇

(
給
料
等
の
支
給)

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇

(

給
料
等
の
支
給)

の
一
部
改
正)

第
一
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇

(

給
料
等
の
支
給)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
八

農
業
者
育
成
業
務
手
当

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三

(

県
税
事
務
手
当)

の
一
部
改
正)

第
二
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三

(

県
税
事
務
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

、
地
域
県
民
局
の
県
税
部
又
は
県
税
事
務
所｣
を｢
又
は
地
域
県
民
局
の
県
税
部｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

又
は
県
税
事
務
所｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
イ
中

｢

又
は
県
税
事

務
所｣

を
削
り
、｢

総
務
課｣

を

｢

管
理
課｣

に
改
め
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四

(

感
染
症
等
防
疫
作
業
手
当)

の
一
部
改
正)

第
三
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四

(

感
染
症
等
防
疫
作
業
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
中

｢

豚
丹
毒｣

を

｢

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ｣

に
、｢

及
び
か
い
せ
ん｣

を

｢
、

か
い
せ
ん
及
び
豚
丹
毒｣

に
改
め
る
。

第
三
条
た
だ
し
書
を
削
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
三

(

精
神
保
健
業
務
手
当)

の
一
部
改
正)

第
四
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
三(

精
神
保
健
業
務
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
削
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三

(

衛
生
検
査
手
当)

の
一
部
改
正)

第
五
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三

(

衛
生
検
査
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

に
規
定
す
る
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー｣

を｢

に
規
定
す
る
地
域
県
民
局｣

に
、

｢

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
、
保
健
所
又
は
食
肉
衛
生
検
査
所｣

を

｢

地
域
県
民
局
の
地
域
健

康
福
祉
部
、
保
健
所
又
は
食
肉
衛
生
検
査
所｣

に
、｢

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
、
原
子
力
セ
ン
タ
ー

又
は
東
地
方
農
林
水
産
事
務
所｣

を｢

地
域
県
民
局
、
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
又
は
原
子
力
セ
ン
タ
ー｣

に
、｢

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
又
は
原
子
力
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
研
究
職
給
料
表
の
適

用
を
受
け
る
者
及
び
東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
に
勤
務
す
る
職
員
で
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を

受
け
る
者
以
外
の
者｣

を

｢

東
青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
に
勤
務
す
る
職
員
で
医
療
職
給

料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
者
以
外
の
者
及
び
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
又
は
原
子
力
セ
ン
タ
ー
に
勤
務

す
る
者
の
う
ち
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
者｣

に
改
め
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
八

(

家
畜
診
療
手
当)

の
一
部
改
正)

第
六
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
八

(

家
畜
診
療
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

地
域
県
民
局
又
は
農
林
水
産
事
務
所｣

を

｢

地
域
県
民
局｣

に
改
め
、｢

又
は
農

林
水
産
事
務
所
の
家
畜
保
健
衛
生
所｣

を
削
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
六

(

用
地
買
収
交
渉
等
手
当)

の
一
部
改
正)

第
七
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
六

(

用
地
買
収
交
渉
等
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
中
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と
す
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七

(

公
害
等
調
査
手
当)

の
一
部
改
正)

第
八
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七(

公
害
等
調
査
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
原
子
力
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

地
域
県
民
局
、
環
境
保

健
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
原
子
力
セ
ン
タ
ー｣

に
、｢

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
又
は
原
子
力
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
部
、
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
又
は
原
子
力
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
号
中

｢

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
原
子
力
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

地
域
県
民
局
の

地
域
連
携
部
、
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
原
子
力
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
部｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と

し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
部
に
勤
務
す
る
職
員
で
前
条
に
規
定
す
る
も
の
が
検
査
室
に
お

い
て
行
う
健
康
を
害
す
る
恐
れ
の
あ
る
有
害
ガ
ス
の
発
生
を
伴
う
化
学
的
検
査
の
業
務

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
四
八

(

農
業
者
等
育
成
業
務
手
当)

の
一
部
改
正)

第
九
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
四
八

(

農
業
者
等
育
成
業
務
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

農
業
者
育
成
業
務
手
当
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第
一
条
中

｢

農
業
者
等
育
成
業
務
手
当｣

を

｢

農
業
者
育
成
業
務
手
当｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中

｢

次
に
掲
げ
る
職
員｣

を

｢

営
農
大
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
で
、
校
長
、
教
頭
及
び

総
務
課
の
職
員
以
外
の
職
員｣

に
改
め
、
各
号
を
削
る
。

第
三
条
中

｢

又
は
漁
業｣

を
削
り
、

｢

各
号
の
一｣

を

｢

各
号
の
い
ず
れ
か｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中

｢
(

海
洋
学
院
長
に
あ
っ
て
は
、
七
千
六
百
円)

｣

を
削
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
〇

(

災
害
応
急
作
業
等
手
当)

の
一
部
改
正

第
十
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
〇

(

災
害
応
急
作
業
等
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

又
は
県
土
整
備
事
務
所｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇

(

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇

(

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇(

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中

｢

養
護
教
諭｣

の
下
に

｢

、
栄
養
教
諭｣

を
加
え
、
同
条
第
五
号
及
び
同
号
の

表
中

｢

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九(

給
料
の
調
整
額)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九

(

給
料
の
調
整
額)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九

(

給
料
の
調
整
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
保
健
大
学
の
項
中

｢

助
教
授｣

を

｢

准
教
授｣

に
、｢

助
手｣

を

｢

助
教
又
は
助
手｣

に
改
め
、
同
表
中
央
病
院
の
項
及
び
つ
く
し
が
丘
病
院
の
項
を
削
り
、
同
表
盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及

び
養
護
学
校
の
項
中

｢

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
、｢

特
殊

教
育｣

を

｢

特
別
支
援
教
育｣

に
改
め
、
同
表
小
学
校
及
び
中
学
校
の
項
中

｢

特
殊
学
級｣

を

｢

特

別
支
援
学
級｣

に
、｢

特
殊
教
育｣

を

｢

特
別
支
援
教
育｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八

(

給
料
表
の
適
用
範
囲)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八

(

給
料
表
の
適
用
範
囲)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八

(

給
料
表
の
適
用
範
囲)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
又
は
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改

め
、
同
項
第
四
号
中

｢

、
盲
学
校
、
ろ
う
学
校
若
し
く
は
養
護
学
校｣

を

｢

若
し
く
は
特
別
支
援
学

校｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中｢

、
中
学
校｣

を｢

若
し
く
は
中
学
校
又
は
県
立
の
中
学
校｣

に
改
め
、

｢

養
護
教
諭｣

の
下
に

｢

、
栄
養
教
諭｣

を
加
え
、
同
項
第
二
号
中

｢

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
又
は
養

護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

又
は
中
学
校｣

を

｢

若
し
く
は
中
学

校
又
は
県
立
の
中
学
校｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
中

｢

、
助
教
授
、
講
師｣

を

｢

、
准
教
授
、
講
師
、
助
教｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中

｢

、
中
央
病
院
、
つ
く
し
が
丘
病
院
、
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー｣

を
削
る
。

第
八
条
第
一
号
中

｢

、
中
央
病
院
、
つ
く
し
が
丘
病
院
、
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー｣

、

｢

、

歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士｣

及
び

｢

、
視
能
訓
練
士
、
臨
床
工
学
技
士｣

を
削
り
、
同
条
第
二
号

中

｢

、
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

、
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部｣

に
、

｢

食
肉
衛
生

検
査
所
及
び
農
林
水
産
事
務
所
等｣

を

｢

食
肉
衛
生
検
査
所
等｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中

｢

、
中
央
病
院
、
つ
く
し
が
丘
病
院
、
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー｣

及
び

｢

、
助
産

師｣

を
削
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

第
一
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
四
号
中

｢

定
員｣

を

｢

定
数｣
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
五
号
及
び
第
八
号
中

｢

の
支
給
割
合
が
百
分
の
十
六
又
は
百
分
の
十
四｣

を

｢

に
係
る
区
分
が
六
類
又
は
七
類｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
教
育
職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表
一
級
の
項
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
又
は
養
護

学
校

(

以
下

｢

特
殊
学
校｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣
に
改
め
、
同
表
二
級
の
項
か

ら
四
級
の
項
ま
で
の
規
定
中

｢

特
殊
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
教
育
職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表
二
級
の
項
中

｢

教
諭
又
は
養
護
教
諭｣

を

｢

教
諭
、
養
護
教
諭
又
は
栄
養
教
諭｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
教
育
職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表
一
級
の
項
中｢

助
手｣

を｢

助
教
又
は
助
手｣

に
改
め
、
同
表
三
級
の
項
中

｢

助
教
授｣

を

｢

准
教
授｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
医
療
職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
一
の
医
療
職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表
一
級
の
項
中

｢

歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士

又
は
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師

(

以
下

｢

歯
科
衛
生
士
等｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

あ
ん
摩
マ
ツ

サ
ー
ジ
指
圧
師｣

に
改
め
、
同
表
二
級
の
項
中

｢

歯
科
衛
生
士
等｣

を

｢

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指

圧
師｣

に
改
め
、
同
表
中

｢

を

｣

｢
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二

級

１

病
院
の
診
療
科
の
長
又
は
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー

の
保
健
部
長
又
は
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
、
さ

わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
、
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
若

し
く
は
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
長
の
職
務

２

病
院
の
診
療
科
の
副
部
長
の
職
務

３

相
当
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務

を
行
う
職

三

級

１

病
院
の
副
院
長
の
職
務

２

高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務
を
行

う
病
院
の
診
療
科
の
長
等
の
職
務

四

級

１

病
院
の
長
の
職
務

２

極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な
医

療
業
務
を
行
う
職
務

二

級

１

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
長
又
は
医

療
療
育
セ
ン
タ
ー
、
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
精

神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
長
の
職
務

２

医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の
診
療
科
の
長
の
職
務

３

相
当
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務

を
行
う
職
務

三

級

１

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
長
の
職
務

２

高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務
を
行

う
職
務

四

級

極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な
医
療
業

務
を
行
う
職
務

五

級

１

病
院
の
薬
剤
部
の
副
部
長
の
職
務

２

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
又
は
食
肉
衛
生
検
査
所

の
課
長
の
職
務

六

級

１

病
院
の
薬
剤
部
の
部
長
の
職
務

２

食
肉
衛
生
検
査
所
の
長
の
職
務

３

病
院
の
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
薬
剤
部
の
副
部
長

の
職
務

七

級

１

病
院
の
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
薬
剤
部
の
部
長
の

職
務

２

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
食
肉
衛
生
検
査
所
の
長
の

職
務

五

級

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
又
は
食
肉
衛
生
検
査
所
の

課
長
の
職
務

� �



� �

に
改
め
る
。

｣
別
表
第
一
の
医
療
職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表
二
級
の
項
中

｢

又
は
助
産
師｣

を
削
り
、
同

表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
二
の
教
育
職
給
料
表
�
級
別
資
格
基
準
表
の
表
中

｢

養
護
教
諭

｢

養
護
教
諭｣

を

に
改
め
る
。

栄
養
教
諭｣

別
表
第
二
の
教
育
職
給
料
表
�
級
別
資
格
基
準
表
の
表
中｢

助

教

｢

助
教
授｣

を

｢

准
教
授｣

に
、

｢

助

手｣

を

に
改
め
る
。

助

手｣

別
表
第
二
の
医
療
職
給
料
表
�
級
別
資
格
基
準
表
臨
床
工
学
技
士
の
項
、
視
能
訓
練
士
の
項
、

歯
科
衛
生
士
の
項
及
び
歯
科
技
工
士
の
項
を
削
り
、
同
表
の
備
考
中

｢

、
臨
床
工
学
技
士｣

、｢

、

視
能
訓
練
士｣

及
び

｢

、
歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士｣

を
削
る
。

別
表
第
二
の
医
療
職
給
料
表
�
級
別
資
格
基
準
表
の
表
中

｢

保
健
師

を

｢

保
健
師｣

に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
二
項
中

｢

及
び
助
産
師｣

を
削
る
。

助
産
師｣

別
表
第
三
短
大
卒
の
項
第
二
号
�
中

｢

、
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
又
は
養
護
学
校｣

を

｢

又
は
特
別

支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
表
高
校
卒
の
項
第
一
号
�
中

｢

、
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
又
は
養
護
学
校｣

を

｢

又
は
特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
�
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
若
し
く
は
養
護
学

校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
表
中
学
卒
の
項
�
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
又
は
養
護
学

校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
の
教
育
職
給
料
表
�
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢

養
護
教
諭

｢

養
護
教
諭｣

を

に
改
め
る
。

栄
養
教
諭｣

別
表
第
六
の
教
育
職
給
料
表
�
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢

助

教

｢

助

手｣

を

に
改
め
る
。

助

手｣

別
表
第
六
の
医
療
職
給
料
表
�
初
任
給
基
準
表
臨
床
工
学
技
士
の
項
、
視
能
訓
練
士
の
項
、
歯

科
衛
生
士
の
項
及
び
歯
科
技
工
士
の
項
を
削
る
。

別
表
第
六
の
医
療
職
給
料
表
�
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢

保
健
師

を

｢

保
健
師｣

に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
三
項
中

｢

、
助
産
師｣

を
削
る
。

助
産
師｣

第
二
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

｢

前
項
第
二
号｣

を

｢

第
一
項
第
二

号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

昇
給
区
分
は｣

を

｢

勤
務
成
績
に
応
じ
て
決

定
さ
れ
る
昇
給
の
区
分

(

以
下

｢

昇
給
区
分｣

と
い
う
。)

は｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項

と
し
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中

｢

前
項
第
五
号
に｣

の
下
に

｢

掲
げ
る
職
員
に｣

を
加
え
、
同
項

を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中

｢

し
た
場
合
に
昇
給
区
分
が
Ｄ
又
は
Ｅ
と｣

を
削
り
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中

｢

概
ね｣

を

｢

お
お
む
ね｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

条
例
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
の
号
給
数
は
、
昇
給
区
分
に
応
じ
て
別
表
第
七
の

二
に
定
め
る
昇
給
号
給
数
表
に
定
め
る
号
給
数
と
す
る
。

第
三
十
六
条
第
六
項
中

｢

職
員
の｣

を

｢

者
の｣

に
、

｢

第
一
項｣

を

｢

前
項｣

に
、

｢

職
員

に
あ
つ
て
は
、｣

の
下
に

｢
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
得

青 森 県 報平成19年３月30日 金曜日 号外第25号 �

六

級

食
肉
衛
生
検
査
所
の
長
の
職
務

七

級

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
食
肉
衛
生
検
査
所
の
長
の
職
務

五

級

１

総
括
主
幹
看
護
師
、
看
護
班
長
又
は
主
幹
看
護
師
の

職
務

２

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
課
長
の
職
務

六

級

看
護
局
次
長
、
看
護
部
長
、
看
護
指
導
監
又
は
副
看
護
部

長

七

級

規
模
の
大
き
い
医
療
機
関
の
看
護
局
長
の
職
務

五

級

１

総
括
主
幹
看
護
師
、
看
護
科
長
又
は
主
幹
看
護
師
の

職
務

２

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
の
課
長
の
職
務

六

級

高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
看
護
業
務
を
行
う
職

務

七

級

極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な
看
護
業

務
を
行
う
職
務

� �



� �

ら
れ
る
号
給
数
を
超
え
な
い
範
囲
内
で｣

を
加
え
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中

｢

第
二

項｣

を

｢

第
一
項｣

に
、

｢

第
五
項｣

を

｢

第
四
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同

条
第
七
項
中

｢

第
一
項｣

を

｢

第
五
項｣

に
、｢

前
項｣

を

｢

第
六
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
数
が
零
と
な
る
職
員
は
、
昇
給
し
な
い
。

別
表
第
七
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
七
の
二
昇
給
号
給
数
表
(第
三
十
六
条
関
係
)

備
考

こ
の
表
に
定
め
る
上
段
の
号
給
数
は
条
例
第
４
条
第
７
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

以
外
の
職
員
に
､
下
段
の
号
給
数
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
適
用
す
る
｡

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
同
月
二

か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一(

へ
き
地
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一

(

へ
き
地
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一

(

へ
き
地
手
当
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
小
学
校
の
表
中

｢

野
沢
小
学
校
入
内
分
校

青
森
市
大
字
入
内
字
駒
田
一
八
の
一

を

孫

内

小

学

校

青
森
市
大
字
孫
内
字
山
科
一
七

｣

｢

孫

内

小

学

校

青
森
市
大
字
孫
内
字
山
科
一
七

｣

に
、

｢

大

川

原

小

学

校

黒
石
市
大
字
大
川
原
字
門
尻
四
七

を

市

浦

小

学

校

五
所
川
原
市
相
内
岩
井
八
五

｣

｢

市

浦

小

学

校

五
所
川
原
市
相
内
岩
井
八
五

｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
小
学
校
の
表
中

｢

内

童

子

小

学

校

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
内
童
子
字
観
音
三
一

の
二

を

茂

浦

小

学

校

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
茂
浦
字
向
田
二
四
の

一

｣

｢

茂

浦

小

学

校

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
茂
浦
字
向
田
二
四
の

一

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二

(

初
任
給
調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二

(

初
任
給
調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二

(

初
任
給
調
整
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

支
給
割
合
が
百
分
の
二
十
五｣

を

｢

区
分
が
一
類
、
二
類
又
は
三
類｣

に
改

め
る
。

附

則

青 森 県 報������	
�� �� 号外第25号�

昇
給
区
分

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ

昇
給
の
号
給
数

８
以
上

６

４
(行
政
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職

員
で
そ
の
職
務
の
級

が
７
級
以
上
で
あ
る

も
の
又
は
第
35条
各

号
に
掲
げ
る
職
員
に

あ
つ
て
は
､
３
)

２
０

４
以
上

３
２

１
０

� �



� �

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
五

(

宿
日
直
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
五

(

宿
日
直
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
五

(

宿
日
直
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中｢
支
給
割
合
が
百
分
の
二
十
五
又
は
百
分
の
二
十｣

を｢

区
分
が
一
類
、

二
類
、
三
類
、
四
類
又
は
五
類｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

指
定
す
る
職
及
び
区
分)

第
二
条

条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
指
定
す
る
職
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る

職
と
す
る
。

２

別
表
第
一
に
掲
げ
る
職
に
係
る
管
理
職
手
当
の
区
分
は
、
同
表
の
職
欄
の
区
分
に
応
じ
、
同
表

の
区
分
欄
に
定
め
る
区
分
と
す
る
。
た
だ
し
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

人
事
委
員
会
の
定
め
る
区
分
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

支
給
額)

第
三
条

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
の
う
ち
地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条

の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

(

以
下

｢

再
任
用
職
員｣

と
い

う
。)

以
外
の
職
員
に
支
給
す
る
管
理
職
手
当
の
額
は
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
別

及
び
当
該
職
に
係
る
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

２

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
に
支
給
す
る
管
理
職
手
当
の

額
は
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

(

第
二
条
関
係)

青 森 県 報平成19年３月30日 金曜日 号外第25号 �

組

織

職

区

分

本
庁
部
長

行
政
改
革
・
危
機
管
理
監

医
師
確
保
対
策
監

エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長

副
出
納
長

地
域
県
民
局
長

二
類

本
庁
理
事

並
行
在
来
線
調
整
監

観
光
局
長

水
産
局
長

東
京
事
務
所
長

保
健
大
学
事
務
局
長

美
術
館
事
務
局
長

三
類

本
庁
部
次
長

エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
次
長

出
納
局
次
長

保
健
大
学
副
学
長

四
類

知
事
の
事
務
部
局

参
事

本
庁
室
長

(

職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
八
級
の
も
の
に
限

る
。)

地
域
県
民
局
の
部
長

(

区
分
六
類
の
も
の
を
除
く
。)

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
所
長

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

八
戸
工
科
学
院
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
グ
リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー
所

五
類

� �
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長水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

本
庁
課
長

本
庁
室
長

(

区
分
五
類
の
も
の
を
除
く
。)

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
管
理
室
長

地
域
県
民
局
県
税
部
長

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
長

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
福
祉
総
室
長

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
相
談
総
室
長

東
青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
青
森
家
畜
保
健
衛
生

所
長

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
長

(

区
分
八
類
の
も
の
を
除
く
。)

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
青
森
港
管
理
所
長

三
八
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
八
戸
港
管
理
所
長

西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
鰺
ケ
沢
道
路
河
川
事
業
所

長消
防
学
校
長

鉄
道
管
理
事
務
所
長

保
健
大
学
学
部
長

保
健
大
学
健
康
科
学
研
究
科
長

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
所
長

十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
長

田
舎
館
食
肉
衛
生
検
査
所
長

女
性
相
談
所
長

子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い
所
長

障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
所
長

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
次
長

(

本
庁
課
長
を
兼
務

す
る
者
に
限
る
。)

さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
所
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
八
戸
地
域
技
術
研
究
所
長

高
等
技
術
専
門
校
長

弘
前
高
等
技
術
専
門
校
つ
が
る
校
長

六
類

八
戸
工
科
学
院
三
沢
校
長

障
害
者
職
業
訓
練
校
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畑
作
園
芸
試
験
場
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
21
あ
お
も

り
所
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
り
ん
ご
試
験
場
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
林
業
試
験
場
長

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
増
養
殖
研
究
所
長

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
内
水
面
研
究
所
長

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
下
北
ブ
ラ
ン
ド
研
究
開
発

セ
ン
タ
ー
所
長

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー

所
長

農
業
大
学
校
長

営
農
大
学
校
長

青
森
空
港
管
理
事
務
所
長

総
括
副
参
事

企
画
調
整
報
道
監

(

職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
七
級
の
も

の
に
限
る
。)

総
務
事
務
集
中
管
理
監

建
築
工
事
総
括
検
査
監

Ｉ
Ｔ
専
門
監

環
境
再
生
調
整
監

上
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
次
長

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
次
長

地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
次
長

(

区
分
九
類
の
も
の
を
除

く
。)

東
京
事
務
所
次
長

産
業
立
地
推
進
監

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
次
長

総
括
研
究
管
理
監

保
健
大
学
学
生
部
長

保
健
大
学
附
属
図
書
館
長

保
健
大
学
健
康
科
学
教
育
セ
ン
タ
ー
長

保
健
大
学
健
康
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
長

七
類
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保
健
大
学
事
務
局
次
長

さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
次
長

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
次
長

美
術
館
次
長

八
戸
工
科
学
院
副
学
院
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
次
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
総
務
室
長

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
総
合
企
画
室
長

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
総
合
企
画
室
長

地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
地
域
支
援
室
長

地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
環
境
管
理
事
務
所
長

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長

(

区

分
六
類
の
も
の
を
除
く
。)

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
水
産
事
務
所
長

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
長

(

職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
六
級
の
も
の
に
限
る
。)

東
青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
青
森
地
方
水
産
業
改

良
普
及
所
長

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
駒
込
ダ
ム
建
設
所
長

中
南
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
目
屋
ダ
ム
管
理
所
長

上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
む
つ
小
川
原
港
管
理
所
長

原
子
力
セ
ン
タ
ー
所
長

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
弘
前
地
域
技
術
研
究
所
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
り
ん
ご
試
験
場
県
南
果
樹
研
究

セ
ン
タ
ー
所
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場
和
牛
改
良
技
術
セ

ン
タ
ー
所
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場
和
牛
改
良
資
源
セ

ン
タ
ー
所
長

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー

つ
が
る
農
産
物
加
工
セ
ン
タ
ー
所
長

八
類

知
事
秘
書

副
参
事

企
画
調
整
報
道
監

(

区
分
七
類
の
も
の
を
除
く
。)

土
木
工
事
検
査
監

建
築
工
事
検
査
監

設
備
工
事
検
査
監

九
類

薬
事
指
導
監

医
療
指
導
監

農
林
建
築
指
導
監

七
里
長
浜
港
利
用
促
進
監

地
域
県
民
局
県
税
部
次
長

税
務
調
査
監

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
企
画
調
整
室
長

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
次
長

(

区
分
七

類
の
も
の
を
除
く
。)

地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
福
祉
総
室
次
長

保
健
医
長

衛
生
指
導
監

歯
科
衛
生
推
進
監

監
査
指
導
監

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
普
及
指
導
室
長

り
ん
ご
生
産
指
導
監

農
産
園
芸
推
進
監

畜
産
推
進
監

林
務
調
整
監

農
村
整
備
調
整
監

地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
次
長

(

職
務
の
級
行
政
職
給
料

表
六
級
の
も
の
に
限
る
。)

工
事
調
整
監

建
築
調
整
監

世
増
ダ
ム
管
理
監

白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監

鉄
道
管
理
事
務
所
次
長

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
総
務
室
長

研
究
調
整
監

原
子
力
セ
ン
タ
ー
次
長

保
健
大
学
学
科
長

保
健
大
学
人
間
総
合
科
学
科
目
主
任
教
授

保
健
大
学
健
康
科
学
教
育
セ
ン
タ
ー
の
科
の
長

保
健
大
学
健
康
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
開
発
科
長

保
健
大
学
事
務
局
総
務
課
長

十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
次
長
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あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
次
長

(

区
分
六
類
の
も
の

を
除
く
。)

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長

精
神
保
健
医
長

県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
次
長

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
総
合
企
画
室
長

高
等
技
術
専
門
校
教
頭

生
涯
職
業
能
力
開
発
推
進
監

美
術
館
の
課
の
長

総
務
管
理
監

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
企
画
経
営
室
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
病
害
虫
防
除
室
長

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畑
作
園
芸
試
験
場
病
害
虫
防
除

室
長

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
次
長

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
次
長

農
業
大
学
校
教
頭

営
農
大
学
校
教
頭

青
森
空
港
管
理
事
務
所
次
長

十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
三
戸
支
所
長

十
類

議
会
の
事
務
部
局

事
務
局
長

二
類

事
務
局
次
長

四
類

参
事

五
類

課
長

図
書
室
長

六
類

総
括
副
参
事

七
類

副
参
事

九
類

事
務
局
長

二
類

監
査
委
員
の
事
務

部
局

課
長

六
類

総
括
副
参
事

七
類

副
参
事

九
類

選
挙
管
理
委
員
会

の
事
務
部
局

事
務
局
次
長

六
類

副
参
事

九
類

人
事
委
員
会
の
事

務
部
局

事
務
局
長

二
類

課
長

六
類

副
参
事

九
類

労
働
委
員
会
の
事

務
部
局

事
務
局
長

二
類

事
務
局
次
長

四
類

課
長

六
類

副
参
事

九
類

海
区
漁
業
調
整
委

員
会
の
事
務
部
局

事
務
局
長

八
類

理
事

図
書
館
長

総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

三
類

教
育
次
長

四
類

参
事

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
所
長

近
代
文
学
館
長

郷
土
館
長

五
類

教
育
委
員
会
の
事

務
部
局

本
庁
課
長

教
育
事
務
所
長

六
類

� �



別
表
第
一
の
次
に
次
の
表
を
加
え
る
。

青 森 県 報平成19年３月30日 金曜日 号外第25号 ��

少
年
自
然
の
家
所
長

総
括
副
参
事

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
次
長

図
書
館
副
館
長

総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
副
所
長

総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
副
所
長

郷
土
館
副
館
長

七
類

副
参
事

企
画
調
整
報
道
監

県
立
学
校
課
特
別
支
援
教
育
室
長

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
全
国
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

祭
推
進
室
長

文
化
財
保
護
課
三
内
丸
山
遺
跡
対
策
室
長

郷
土
館
課
長

九
類

県
立
高
等
学
校
、

県
立
特
別
支
援
学

校
、
県
立
中
学
校
、

市
町
村
立
学
校
職

員
給
与
負
担
法

(

昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
三
十
五

号)

第
一
条
及
び

第
二
条
に
規
定
す

る
学
校

校
長

八
類

(

人

事
委
員
会

の
定
め
る

と
こ
ろ
に

よ
る
も
の

に
あ
つ
て

は
六
類)

教
頭

九
類

(

人

事
委
員
会

の
定
め
る

と
こ
ろ
に

よ
る
も
の

に
あ
つ
て

は
八
類
の

二
又
は
十

類)

分
校
主
事
で
あ
る
教
諭

事
務
長

十
類

(

事

務
長
の
う

ち
人
事
委

員
会
が
定

め
る
と
こ

ろ
に
よ
る

も
の
に
あ

つ
て
は
九

類
の
二)

警
察

本
部
部
長

四
類

特
務
参
事
官

首
席
監
察
官

首
席
参
事
官

警
察
学
校
長

警
察
署
長

(

職
務
の
級
警
察
職
給
料
表
九
級
の
も
の
に
限

る
。)

参
事
官

参
事

警
察
署
長

(

職
務
の
級
警
察
職
給
料
表
八
級
の
も
の
に
限

る
。)

五
類

本
部
課
長

科
学
捜
査
研
究
所
長

監
察
官

機
動
捜
査
隊
長

機
動
隊
長

交
通
機
動
隊
長

高
速
道
路
交
通
警
察
隊
長

警
察
署
長

(

区
分
四
類
及
び
五
類
の
も
の
を
除
く
。)

六
類

総
括
副
参
事

総
括
研
究
管
理
官

理
事
官

管
理
官

警
察
学
校
副
校
長

警
察
署
副
署
長

(

区
分
九
類
の
も
の
を
除
く
。)

七
類

監
査
室
長

調
査
官

施
設
調
査
官

会
計
指
導
官

会
計
調
査
官

研
究
管
理
官

副
参
事

警
察
署
副
署
長

(

職
務
の
級
警
察
職
給
料
表
六
級
の
も
の

に
限
る
。)

九
類

� �



� �
別
表
第
二
(第
三
条
関
係
)

一
医
療
職
給
料
表
�
以
外
の
給
料
表

二
医
療
職
給
料
表
�

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇

(

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当)

の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇

(

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当)

の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇

(

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
中

｢

の
支
給
割
合
が
百
分
の
二
十
五
、
百
分
の
二
十
三
、
百
分
の
二
十
又
は
百
分
の

十
八｣

を

｢

に
係
る
区
分
が
一
類
、
二
類
、
三
類
、
四
類
又
は
五
類｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中

｢

の
支
給
割
合
が
百
分
の
二
十
五
、
百
分
の
二
十
三
、
百
分
の
二

十
又
は
百
分
の
十
八｣

を

｢

に
係
る
区
分
が
一
類
、
二
類
、
三
類
、
四
類
又
は
五
類｣

に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
一
号
中

｢

支
給
割
合
が
百
分
の
二
十
五｣

を

｢

区
分
が
一
類
又
は
二
類｣

に
改
め
、
同

項
第
二
号
中

｢

支
給
割
合
が
百
分
の
二
十
三｣

を

｢

区
分
が
三
類｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

支

給
割
合
が
百
分
の
二
十｣

を

｢

区
分
が
四
類｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

｢

支
給
割
合
が
百
分
の
十

八｣

を

｢

区
分
が
五
類｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

青 森 県 報������	
�� �� 号外第25号�


区
分

管
理
職
手
当
の
額

一
類

139,300円

二
類

130,300円

三
類

104,200円

四
類

94,000円

五
類

82,200円

六
類

77,400円

七
類

66,400円

八
類

62,300円

八
類
の
二

57,100円

九
類

51,900円

九
類
の
二

49,600円

十
類

31,700円

区
分

管
理
職
手
当
の
額

二
類

137,700円

三
類

110,100円

四
類

102,800円

五
類

89,900円

六
類

83,500円

七
類

71,600円

九
類

59,700円



� �

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(
調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
十
八
年
三
月
三
十

一
日
公
布)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中

｢

百
分
の
十
一｣

を

｢
百
分
の
十
二｣

に
改
め
る
。

附
則
別
表
中

｢

百
分
の
十
三｣

を

｢

百
分
の
十
四｣

に
、

｢

百
分
の
十
一｣

を

｢

百
分
の
十
二｣

に
、｢

百
分
の
七｣

を

｢

百
分
の
八｣

に
、｢

百
分
の
四｣

を

｢

百
分
の
五｣

に
、｢

百
分
の
一｣

を

｢

百
分
の
二｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一

(

特
地
勤
務
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一

(

特
地
勤
務
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一

(

特
地
勤
務
手
当
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

｢

エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹

を

局
職
員
六
ケ
所
村
駐
在

崎
五
二
一
の
二

｣

｢

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
支
援
室
職
員

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹

に
、

六
ケ
所
村
駐
在

崎
五
二
一
の
二

｣

｢

十
和
田
県
土
整
備
事
務

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹

所
む
つ
小
川
原
港
管
理

崎
五
二
一
の
二

を

所

｣

｢

上
北
地
域
県
民
局
地
域

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹

整
備
部
む
つ
小
川
原
港

崎
五
二
一
の
二

に
、

管
理
所

｣

｢

大
間
警
察
署
下
風
呂
警

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字

察
官
駐
在
所

畑
尻
ノ
下
八
三
の
一

を

大
間
警
察
署
易
国
間
警

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字

察
官
駐
在
所

大
川
目
一
一
九

｣

｢

大
間
警
察
署
風
間
浦
警

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字

に
、

察
官
駐
在
所

畑
尻
ノ
下
八
三
の
一

｣

｢

西
北
教
育
事
務
所
社
会

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎
字
松

教
育
主
事
深
浦
町
駐
在

原
五
一
の
七

を

下
北
教
育
事
務
所
社
会

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間

教
育
主
事
大
間
町
駐
在

九
一

｣

｢

下
北
教
育
事
務
所
社
会

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間

教
育
主
事
大
間
町
駐
在

九
一

に
改
め
る
。

下
北
教
育
事
務
所
社
会

下
北
郡
東
通
村
砂
子
又
字
沢
内
五

教
育
主
事
東
通
村
駐
在

の
三
四

｣

別
表
第
二
中

｢

む
つ
警
察
署
宿
野
部
警
察

む
つ
市
川
内
町
宿
野
部
�
木
平
五
六
の
三

官
駐
在
所

九
七

を

鰺
ケ
沢
警
察
署
北
金
ケ
沢

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃
沢
八
四
の

警
察
官
駐
在
所

一
六

｣

｢

鰺
ケ
沢
警
察
署
北
金
ケ
沢

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃
沢
八
四
の

に
、

警
察
官
駐
在
所

一
六

｣

｢

つ
が
る
警
察
署
丸
山
警
察

つ
が
る
市
木
造
丸
山
竹
鼻
八
四
の
二
三

官
駐
在
所

を

八
戸
警
察
署
田
代
警
察
官

三
戸
郡
階
上
町
大
字
田
代
字
横
窪
一
八
の

駐
在
所

一

｣

｢

八
戸
警
察
署
田
代
警
察
官

三
戸
郡
階
上
町
大
字
田
代
字
横
窪
一
八
の

に
、

駐
在
所

一

｣

｢
今

別

高

等

学

校

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
西
田
二
五

を

八

｣

｢

青
森
北
高
等
学
校
今
別
校

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
西
田
二
五

に
改
め
る
。

舎

八

｣
附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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� �

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三

(

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三

(

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三

(

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
中

｢

養
護
教
諭｣

の
下
に

｢

、
栄
養
教
諭｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二

(

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当)

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二

(

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当)

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二

(

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当)

の
一
部
改
正)

第
一
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二

(

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

別
表
に
掲
げ
る
支
給
割
合
の
区
分｣

を

｢

第
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
区
分｣

に
改
め
、
同
号
ア
か
ら
ク
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ア

一
類
及
び
二
類

一
万
二
千
円

イ

三
類

一
万
千
円

ウ

四
類

一
万
円

エ

五
類

九
千
円

オ

六
類

八
千
五
百
円

カ

七
類

七
千
五
百
円

キ

八
類

七
千
円

ク

八
類
の
二
、
九
類
、
九
類
の
二
及
び
十
類

六
千
円

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

第
二
条
第
一
号｣

を

｢

第
二
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
ウ
中

｢

八
千
円｣

を

｢

八
千
五
百
円｣

に
改
め
、
同
号
エ
中

｢

六
千
円｣

を

｢

七
千
円｣

に
改
め
、
同

項
第
三
号
ウ
中｢

八
千
円｣

を｢

八
千
五
百
円｣

に
改
め
、
同
号
エ
中｢

六
千
円｣

を｢

七
千
円｣

に
改
め
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二

(

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平

成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
公
布)

の
一
部
改
正)

第
二
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二

(

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
公
布)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中｢

規
定
に
か
か
わ
ら
ず｣

の
下
に｢

、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
五

(

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
料
月
額)

の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
五

(

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
料
月
額)

の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
五

(

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
料
月
額)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

五
号
給
の
額｣

を

｢

二
号
給
の
額｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
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青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
二
十
二
号
中｢

若
し
く
は
結
核
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
十
三
条｣

を
削
る
。

別
表
第
四
第
十
一
条
第
一
号
の
項
中

｢

養
護
教
諭｣

の
下
に

｢

、
栄
養
教
諭｣

を
加
え
、｢

地
方

自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
吏
員
に
相
当
す

る｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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所
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市
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